
 

 

 

 

 

 

 悪質商法の被害に遭わないために
 

 　　無料点検を口実に高齢者宅を訪問し「屋根が壊れている」などと不安をあおり

 　法外な工事契約を交わす家屋修繕の訪問販売や、トイレの水が流れにくいので、

 　点検見積もりを依頼したのに、事業者の訪問時、新品便器の取り替えを勧誘され、

 　契約する等の、レスキューサービスによる悪質商法被害が後を絶ちません。

 

 　　◆被害に遭わないためのポイント

 　○　 　極端に安い広告の表示をうのみにするのはやめましょう。

 　○　契約をせかされる、次々と高額な作業を提案される場合は、作業を断り

 　　ましょう。

 　○　あいまいな返事はせず、勇気を出してはっきりと断りましょう。

 　○　１人で判断しないで、家族や知人、相談機関へ相談しましょう。

 　○　しつこい場合は１１０番をしましょう。

 

 

 

 市原警察署

 電話0436-41-0110

 菊間交番

電話0436-43-2522

管内事件事故発生状況
～令和７年１０月中～

緊急な事件事故以外の相談･お問い合わせ℡043-227-9110（短縮ダイヤル♯9110） 

１２月号

 　 　 　 　 　 　 ◆ 車 上 ね ら い １ 件 　 ◆ 部 品 ね ら い 　 １ 件 　 　

◆ 自 転 車 盗 　 ４ 件 ◇ 　 ２ ２ 件              交 通 事 故


